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○

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
投
資
信
託
約
款
の
重
大
な
内
容
の
変
更
）

（
投
資
信
託
約
款
の
重
大
な
内
容
の
変
更
）

第
二
十
九
条

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
の
変
更
の
内
容

第
二
十
九
条

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
の
変
更
の
内
容

が
重
大
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
一

が
重
大
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
一

号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま

号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当

で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当

該
投
資
信
託
約
款
に
係
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
商
品
と
し
て
の
基
本
的

該
投
資
信
託
約
款
に
係
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
商
品
と
し
て
の
基
本
的

な
性
格
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
投
資
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
が

な
性
格
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
す
る
。

一
定
の
金
額
を
下
回
っ
た
場
合
に
お
い
て
投
資
信
託
委
託
会
社
が
投
資
信
託
契

約
の
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
が
当
該
投
資
信
託
約
款
に
あ
ら
か
じ
め
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
四
十
三
条
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
金
額
が

当
該
投
資
信
託
約
款
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
一
定
の
金
額
を
下
回
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
全
て
を
当
該
投
資
信
託
約
款
に
定
め
る
場
合

を
含
ま
な
い
。
）
と
す
る
。

（
受
益
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
併
合

（
受
益
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
併
合

）

）
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第
二
十
九
条
の
二

法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託

第
二
十
九
条
の
二

［
同
上
］

の
併
合
が
受
益
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資

信
託
の
併
合
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
併
合
の
前
後
で
当
該
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
商
品
と
し
て
の
基

二

当
該
併
合
の
前
後
で
当
該
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
商
品
と
し
て
の
基

本
的
な
性
格
に
相
違
が
な
い
こ
と
（
投
資
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
が
一
定

本
的
な
性
格
に
相
違
が
な
い
こ
と
。

の
金
額
を
下
回
っ
た
場
合
に
お
い
て
投
資
信
託
委
託
会
社
が
投
資
信
託
契
約

の
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
が
当
該
併
合
前
の
投
資
信
託
約
款
に
あ
ら

か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
四
十
三
条
第
三
号
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
同
号
イ
に
規

定
す
る
金
額
が
当
該
投
資
信
託
約
款
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
一
定

の
金
額
を
下
回
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
全
て
を
当
該
併
合
後
の

投
資
信
託
約
款
に
定
め
る
場
合
を
含
む
。
）
。

三

［
同
上
］

三

［
略
］

２

［
同
上
］

２

［
略
］

（
投
資
信
託
契
約
の
解
約
の
書
面
に
よ
る
決
議
が
不
要
な
場
合
等
）

（
投
資
信
託
契
約
の
解
約
の
届
出
が
不
要
な
場
合
等
）

第
四
十
三
条

法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
四
十
三
条

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
投
資
信
託
契
約
の
解
約
を
行
う
旨
が

二

一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
投
資
信
託
契
約
の
解
約
を
行
う
旨
が

あ
ら
か
じ
め
投
資
信
託
約
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
（
一
定
の
条
件
を
満

あ
ら
か
じ
め
投
資
信
託
約
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
一
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た
し
た
場
合
に
は
投
資
信
託
委
託
会
社
が
任
意
に
投
資
信
託
契
約
の
解
約
を

定
の
条
件
を
満
た
し
て
行
わ
れ
る
投
資
信
託
契
約
の
解
約
で
あ
る
場
合

行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
が
あ
ら
か
じ
め
投
資
信
託
約
款
に
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
行
わ
れ
る
投

資
信
託
契
約
の
解
約
で
あ
る
場
合

三

次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
が
あ
ら
か
じ
め
投
資
信
託
約
款
に
定
め
ら
れ
て

［
号
を
加
え
る
。
］

い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
事
項
に
係
る
当
該
投
資
信
託
約
款
の
定
め
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
る
投
資
信
託
契
約
の
解
約
で
あ
る
場
合

イ

投
資
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
が
当
該
投
資
信
託
財
産
を
運
用
方
針
に

従
っ
て
継
続
的
に
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
と
し
て
投
資
信
託
委
託

会
社
が
定
め
る
一
定
の
金
額
を
下
回
る
状
態
が
一
定
の
期
間
継
続
す
る
場

合
に
は
、
投
資
信
託
委
託
会
社
が
任
意
に
投
資
信
託
契
約
の
解
約
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ

投
資
信
託
委
託
会
社
が
イ
の
解
約
を
行
う
場
合
に
は
、
受
益
者
の
保
護

の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

ハ

投
資
信
託
委
託
会
社
が
イ
の
解
約
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
解
約
が
そ

の
効
力
を
生
ず
る
日
の
六
月
前
ま
で
に
、
知
れ
て
い
る
受
益
者
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と

。⑴

当
該
解
約
を
行
う
旨

⑵

当
該
解
約
の
理
由

⑶

ロ
に
規
定
す
る
措
置
の
内
容

ニ

イ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
投
資
信
託
委
託
会
社
が
投
資
信
託
契
約

の
解
約
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
投
資
信
託
委
託
会
社
が
知
れ
て
い
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る
受
益
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
こ
と
。

⑴

当
該
解
約
を
行
わ
な
い
理
由

⑵

当
該
投
資
信
託
財
産
の
運
用
状
況
が
改
善
す
る
見
込
み
に
関
す
る
事

項

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


